
三朝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

 

　　令和８年３月26日 

 

　　　三朝町長 

 

 

三朝町条例第７号 

 

三朝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

三朝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年三朝町条例第

25号）の一部を改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

  

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第15条　次の各号に掲げる要件を満たす家庭

的保育事業者等は、前条第１項の規定にか

かわらず、当該家庭的保育事業者等の利用

乳幼児に対する食事の提供について、次項

に規定する施設（以下「搬入施設」とい

う。）において調理し、家庭的保育事業所

等に搬入する方法により行うことができ

る。この場合において、当該家庭的保育事

業者等は、当該食事の提供について当該方

法によることとしてもなお当該家庭的保育

事業所等において行うことが必要な調理の

ための加熱、保存等の調理機能を有する設

備を備えなければならない。 

第15条　次の各号に掲げる要件を満たす家庭

的保育事業者等は、前条第１項の規定にか

かわらず、当該家庭的保育事業者等の利用

乳幼児に対する食事の提供について、次項

に規定する施設（以下「搬入施設」とい

う。）において調理し、家庭的保育事業所

等に搬入する方法により行うことができ

る。この場合において、当該家庭的保育事

業者等は、当該食事の提供について当該方

法によることとしてもなお当該家庭的保育

事業所等において行うことが必要な調理の

ための加熱、保存等の調理機能を有する設

備を備えなければならない。 

(１)　略 (１)　略 

(２)　当該家庭的保育事業所等又はその他

の施設、保健所、町の栄養士又は管理栄

(２)　当該家庭的保育事業所等又はその他

の施設、保健所、町の栄養士により、献



養士により、献立等について栄養の観点

からの指導が受けられる体制にある等、

栄養士又は管理栄養士による必要な配慮

が行われること。 

立等について栄養の観点からの指導が受

けられる体制にある等、栄養士による必

要な配慮が行われること。 

　(３)～(５)　略 　(３)～(５)　略 

２　略 ２　略 

  

（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第16条　略 第16条　略 

２　家庭的保育事業者等は、前項の規定にか

かわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断

又は健康診査（母子保健法（昭和40年法律

第141号）第12条又は第13条に規定する健

康診査をいう。以下この項において「健康

診断等」という。）が行われた場合であっ

て、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄

に掲げる健康診断の全部又は一部に相当す

ると認められるときは、同欄に掲げる健康

診断の全部又は一部を行わないことができ

る。この場合において、家庭的保育事業者

等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診

断等の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等に

おける乳児又は

幼児（以下「乳

幼児」とい

う。）の利用開

始前の健康診断 

利用乳幼児に対

する利用開始時

の健康診断 

乳幼児に対する

健康診査 

利用乳幼児に対

する利用開始時

の健康診断、定

期の健康診断又

は臨時の健康診

断 

 

２　家庭的保育事業者等は、前項の規定にか

かわらず、児童相談所等における乳児又は

幼児（以下「乳幼児」という。）の利用開

始前の健康診断が行われた場合であって、

当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開

始時の健康診断の全部又は一部に相当する

と認められるときは、利用開始時の健康診

断の全部又は一部を行わないことができ

る。この場合において、家庭的保育事業者

等は、児童相談所等における乳幼児の利用

開始前の健康診断の結果を把握しなければ

ならない。 



３・４　略 ３・４　略 

  

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。 


